
徳
島
県
規
則
第
十
三
号

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
暮
ら
し
や
す
い
徳
島
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
暮
ら
し
や
す
い
徳
島
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
暮
ら
し
や
す
い
徳
島
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
徳
島
県

規
則
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
徳
島
県
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
に
つ
い

て
は
、
徳
島
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
徳
島
県
規
則
第
七
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
を

準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


